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○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
薬
局
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
等
）

（
薬
局
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

薬
局
開
設
者
は
、
薬
剤
師
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事
者
（
そ
の
薬

局
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
以
外
の
者
を
い
う
。
第

十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
判
別
で
き
る
よ

う
そ
の
薬
局
に
勤
務
す
る
従
事
者
に
名
札
を
付
け
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

薬
局
開
設
者
は
、
過
去
五
年
間
の
う
ち
薬
局
、
店
舗
販
売
業
又
は
配
置
販
売

（
新
設
）

業
に
お
い
て
一
般
従
事
者
（
そ
の
薬
局
、
店
舗
又
は
区
域
に
お
い
て
実
務
に
従

事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
以
外
の
者
を
い
う
。
）
と
し
て
薬
剤
師
又
は

登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
期
間
及
び
登
録
販
売

者
と
し
て
業
務
（
店
舗
管
理
者
又
は
区
域
管
理
者
と
し
て
の
業
務
を
含
む
。
）

に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
二
年
に
満
た
な
い
登
録
販
売
者
が
付
け
る
前
項

の
名
札
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
が
容
易
に
判
別
で
き
る
よ
う
必
要
な
表
記
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

薬
局
開
設
者
は
、
前
項
の
登
録
販
売
者
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
師
又
は
登
録
販

（
新
設
）

売
者
（
同
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従

事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
務
の
証
明
及
び
記
録
）

（
実
務
の
証
明
）

第
十
五
条
の
八

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
一
般
従
事
者
と
し
て
薬

第
十
五
条
の
八

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者

剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、

の
管
理
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
一
般
従
事
者
又
は
一
般
従
事
者
で
あ
つ
た
者
か
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過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と

ら
、
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
薬
局
開
設
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
。

３

薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し
な

（
新
設
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
経
験
の
証
明
及
び
記
録
）

（
業
務
経
験
の
証
明
）

第
十
五
条
の
九

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
登
録
販
売
者
と
し
て
業

第
十
五
条
の
九

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は

務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と

第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し

の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や

な
い
。

か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
薬
局
開
設
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
。

３

薬
局
開
設
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し
な

（
新
設
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
一
条
の
二

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は

第
百
十
一
条
の
二

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製

製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十

て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に

五
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
、
第
八
十
六
条
第
一
号
イ
若
し

規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
五
条
第
一
項
第
三

く
は
第
二
号
ロ
、
第
八
十
八
条
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
又
は
第
九
十
一

号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
、
第
八
十
六
条
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
、
第

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も

八
十
八
条
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
又
は
第
九
十
一
条
第
一
項
第
三
号
若
し

の
と
す
る
。

く
は
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
二

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の
八
十
二

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
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又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二

百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
二

項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
四
条
の
四
十

号
又
は
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第

九
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
又
は
第
百
十
四
条

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
五
十
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条
の
七
十
八

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者

第
百
三
十
七
条
の
七
十
八

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に

に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
五
条
の
九
、
第
十
五
条
の
十
、
第
十
八
条
及
び

つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
五
条
の
九
、
第
十
五
条
の
十
、
第
十
八
条
及
び
第
百

第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五

七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の
九

条
の
九
第
一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
三
十
七
条

第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

の
五
十
第
二
号
に
規
定
す
る
」
と
、
第
十
五
条
の
十
中
「
薬
剤
師
若
し
く
は
登

登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
三
十
七
条
の
五
十
第
二
号
に
規

録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
師
」
と
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
、
販

定
す
る
」
と
、
第
十
五
条
の
十
中
「
薬
剤
師
若
し
く
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の

売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
販
売
業

は
「
薬
剤
師
」
と
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
、
販
売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し

者
」
と
、
「
授
与
し
、
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提

く
は
修
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
販
売
業
者
」
と
、
「
授
与
し
、
若
し

供
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
授
与
し
た
」
と
、
「
、
授
与
若
し
く
は
貸

く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

与
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
授
与

く
は
授
与
し
た
」
と
、
「
、
授
与
若
し
く
は
貸
与
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

じ
た
提
供
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
授
与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
店
舗
管
理
者
の
指
定
）

（
店
舗
管
理
者
の
指
定
）

第
百
四
十
条

店
舗
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

第
百
四
十
条

店
舗
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

に
定
め
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関

定
め
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る

す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

要
指
導
医
薬
品
又
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗

薬

剤
師

14/08/01
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二

第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗

二

第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗

薬

薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
（
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）

剤
師
又
は
登
録
販
売
者

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

与
す
る
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

与
す
る
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
過
去
五
年
間
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上

に
は
、
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与

で
あ
る
登
録
販
売
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授

す
る
薬
局
、
薬
剤
師
が
店
舗
管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類

与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
又
は
薬
剤
師
が
区
域
管

一

要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す

理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登
録
販

る
薬
局
、
薬
剤
師
が
店
舗
管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類

売
者
と
し
て
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て

医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
又
は
薬
剤
師
が
区
域

医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
店
舗
管
理
者
と

管
理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

録
販
売
者
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間

二

第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
の
店
舗
管
理
者
又

は
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
区
域
の
区
域
管
理
者
で
あ
つ
た
期
間

（
店
舗
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
等
）

（
店
舗
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
）

第
百
四
十
七
条
の
二

（
略
）

第
百
四
十
七
条
の
二

店
舗
販
売
業
者
は
、
薬
剤
師
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事

者
（
そ
の
店
舗
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
以
外
の
者

を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
が
容
易

に
判
別
で
き
る
よ
う
そ
の
店
舗
に
勤
務
す
る
従
事
者
に
名
札
を
付
け
さ
せ
る
こ
と

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

店
舗
販
売
業
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
が
付
け
る
前
項
の
名

（
新
設
）

札
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
が
容
易
に
判
別
で
き
る
よ
う
必
要
な
表
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

店
舗
販
売
業
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
に
つ
い
て
は
、
薬
剤

（
新
設
）

師
又
は
登
録
販
売
者
（
同
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）
の
管
理
及
び
指
導
の
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下
に
実
務
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
務
の
証
明
及
び
記
録
）

（
実
務
の
証
明
）

第
百
四
十
七
条
の
九

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
一
般
従
事
者
と

第
百
四
十
七
条
の
九

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
又
は
登
録

し
て
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
者

販
売
者
の
管
理
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
一
般
従
事
者
又
は
一
般
従
事
者
で
あ
つ

か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら

た
者
か
ら
、
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や

れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
店
舗
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。

３

店
舗
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し

（
新
設
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
経
験
の
証
明
及
び
記
録
）

（
業
務
経
験
の
証
明
）

第
百
四
十
七
条
の
十

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
登
録
販
売
者
と

第
百
四
十
七
条
の
十

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
第
百
四
十
条
第
二

し
て
業
務
（
店
舗
管
理
者
と
し
て
の
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
業
務
に

じ
。
）
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た

従
事
し
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は

こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば

、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
店
舗
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。

３

店
舗
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し

（
新
設
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
管
理
者
の
指
定
）

（
区
域
管
理
者
の
指
定
）

第
百
四
十
九
条
の
二

区
域
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

第
百
四
十
九
条
の
二

区
域
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授

各
号
に
定
め
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
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与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域

薬
剤
師

二

第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域

二

第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域

薬

薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
（
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）

剤
師
又
は
登
録
販
売
者

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

与
す
る
区
域
に
お
い
て
薬
剤
師
を
区
域
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

与
す
る
区
域
に
お
い
て
薬
剤
師
を
区
域
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
過
去
五
年
間
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上

に
は
、
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与

で
あ
る
登
録
販
売
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授

す
る
薬
局
、
薬
剤
師
が
店
舗
管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類

与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
区
域
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
又
は
薬
剤
師
が
区
域
管

一

要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す

理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登
録
販

る
薬
局
、
薬
剤
師
が
店
舗
管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類

売
者
と
し
て
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
区
域
に
お
い
て

医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
又
は
薬
剤
師
が
区
域

医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
区
域
管
理
者
と

管
理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

録
販
売
者
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間

二

第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
の
店
舗
管
理
者
又

は
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
区
域
の
区
域
管
理
者
で
あ
つ
た
期
間

３

（
略
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
区
域
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
等
）

（
区
域
に
お
け
る
従
事
者
の
区
別
）

第
百
四
十
九
条
の
六

（
略
）

第
百
四
十
九
条
の
六

配
置
販
売
業
者
は
、
薬
剤
師
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事

者
（
そ
の
区
域
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
以
外
の
者

を
い
う
。
第
百
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
が
容

易
に
判
別
で
き
る
よ
う
そ
の
区
域
に
勤
務
す
る
従
事
者
に
名
札
を
付
け
さ
せ
る
こ

と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

配
置
販
売
業
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
が
付
け
る
前
項
の
名

（
新
設
）

札
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
が
容
易
に
判
別
で
き
る
よ
う
必
要
な
表
記
を
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

３

配
置
販
売
業
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
に
つ
い
て
は
、
薬
剤

（
新
設
）

師
又
は
登
録
販
売
者
（
同
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）
の
管
理
及
び
指
導
の

下
に
実
務
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
務
の
証
明
及
び
記
録
）

（
実
務
の
証
明
）

第
百
四
十
九
条
の
十
二

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
一
般
従
事
者

第
百
四
十
九
条
の
十
二

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
薬
剤
師
又
は
登

と
し
て
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た

録
販
売
者
の
管
理
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
一
般
従
事
者
又
は
一
般
従
事
者
で
あ

者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め

つ
た
者
か
ら
、
そ
の
実
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速

ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
配
置
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。

３

配
置
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し

（
新
設
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
経
験
の
証
明
及
び
記
録
）

（
業
務
経
験
の
証
明
）

第
百
四
十
九
条
の
十
三

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者

第
百
四
十
九
条
の
十
三

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
第
百
四
十
条
第

と
し
て
業
務
（
区
域
管
理
者
と
し
て
の
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
業
務

同
じ
。
）
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
従
事
し

に
従
事
し
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き

た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ

は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
配
置
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。

３

配
置
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
証
明
を
行
う
た
め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し

（
新
設
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
登
録
販
売
者
試
験
）

第
百
五
十
九
条
の
三

法
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
（
以
下
「
登

録
販
売
者
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
筆
記
試
験
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一

医
薬
品
に
共
通
す
る
特
性
と
基
本
的
な
知
識

二

人
体
の
働
き
と
医
薬
品

三

主
な
医
薬
品
と
そ
の
作
用

四

薬
事
に
関
す
る
法
規
と
制
度

五

医
薬
品
の
適
正
使
用
と
安
全
対
策

第
百
五
十
九
条
の
四

登
録
販
売
者
試
験
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
都
道
府
県

知
事
が
行
う
。

２

試
験
を
施
行
す
る
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
願
書
の
提
出
期
間
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
都
道
府
県
知
事
が
公
示
す
る
。

（
受
験
の
申
請
）

（
受
験
の
申
請
）

第
百
五
十
九
条
の
五

登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
籍
地
都

第
百
五
十
九
条
の
五

登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
籍
地
都
道

道
府
県
名
（
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍
。
第
百

府
県
名
（
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍
。
第
百
五
十

五
十
九
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
住
所
、
連
絡
先
、
氏
名

九
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
住
所
、
連
絡
先
、
氏
名
、
生
年

、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
た
申
請
書
に
写
真
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が

月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
登
録
販
売

必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
、
登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所

者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
削
除
）

一

次
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

写
真

三

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
削
除
）

２

登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
及
び
旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い

て
薬
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大

学
を
除
く
。
）
に
入
学
し
、
当
該
大
学
に
お
い
て
薬
学
の
正
規
の
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
者

三

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に
入
学
し
、
当

該
大
学
に
お
い
て
薬
学
の
正
規
の
課
程
（
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

四

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
で

あ
つ
て
、
一
年
以
上
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
若
し
く
は
配
置
販
売
業
に
お
い
て

薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
者

五

四
年
以
上
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
若
し
く
は
配
置
販
売
業
に
お
い
て
薬
剤
師

又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
及
び
指
導
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
者

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
に
当
た
り
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す

る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者

（
合
格
の
通
知
及
び
公
示
）

第
百
五
十
九
条
の
六

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
販
売
者
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、

当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号

を
公
示
す
る
。

（
販
売
従
事
登
録
の
申
請
）

第
百
五
十
九
条
の
七

販
売
従
事
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
十
六

の
二
に
よ
る
申
請
書
を
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
局
又
は
医
薬
品

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008700000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008700000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008700000000002000000000000000000
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の
販
売
業
の
店
舗
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
配
置
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
配

置
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事

に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ

れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

一

販
売
従
事
登
録
を
受
け
よ
う
と
申
請
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
が
登
録
販
売
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
（
日
本
国
籍

を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定

す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
）

三

申
請
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん

若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

四

申
請
者
が
薬
局
開
設
者
又
は
医
薬
品
の
販
売
業
者
で
な
い
と
き
は
、
雇
用
契

約
書
の
写
し
そ
の
他
薬
局
開
設
者
又
は
医
薬
品
の
販
売
業
者
の
申
請
者
に
対
す

る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

３

二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
販
売
従
事
登
録
を
受
け
よ
う
と
申
請
し
た
者
は

、
当
該
申
請
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
都
道
府
県
知
事
の

登
録
の
み
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
販
売
者
名
簿
及
び
登
録
証
の
交
付
）

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%8f%5a%96%af%8a%ee%96%7b%91%e4%92%a0%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%8c%dc&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000003000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%8c%dc&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000
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第
百
五
十
九
条
の
八

販
売
従
事
登
録
を
行
う
た
め
、
都
道
府
県
に
登
録
販
売
者
名

簿
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別

三

登
録
販
売
者
試
験
合
格
の
年
月
及
び
試
験
施
行
地
都
道
府
県
名

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
正
に
医
薬
品
を
販
売
す
る
に
足
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

都
道
府
県
知
事
は
、
販
売
従
事
登
録
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
販
売
従
事
登
録

を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
様
式
第
八
十
六
の
三
に
よ
る
登
録
証
（
以
下
「
販
売
従

事
登
録
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
販
売
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更
）

第
百
五
十
九
条
の
九

登
録
販
売
者
は
、
前
条
第
一
項
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
す
る
に
は
、
様
式
第
八
十
六
の
四
に
よ
る
変
更
届
に
届
出
の
原

因
た
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
登
録
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
販
売
従
事
登
録
の
消
除
）

第
百
五
十
九
条
の
十

登
録
販
売
者
は
、
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事

し
よ
う
と
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
登
録
販
売
者
名
簿
の
登
録

の
消
除
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
販
売
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失
踪
の
届
出
義
務
者
は

、
三
十
日
以
内
に
、
登
録
販
売
者
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%8c%cb%90%d0%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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３

前
二
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
八
十
六
の
五
に
よ
る
申
請
書
を
、
登
録

を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
販
売
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
登
録
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
さ
れ
、
又
は
、
登
録
販
売
者
が

死
亡
し
、
若
し
く
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
き

二

法
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
販
売
従
事
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し

た
と
き

（
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え
交
付
）

第
百
五
十
九
条
の
十
一

登
録
販
売
者
は
、
販
売
従
事
登
録
証
の
記
載
事
項
に
変
更

を
生
じ
た
と
き
は
、
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
八
十
六
の
六
に
よ
る
申
請
書
に
そ
の
販
売

従
事
登
録
証
を
添
え
、
登
録
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
）

第
百
五
十
九
条
の
十
二

登
録
販
売
者
は
、
販
売
従
事
登
録
証
を
破
り
、
よ
ご
し
、

又
は
失
つ
た
と
き
は
、
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
八
十
六
の
七
に
よ
る
申
請
書
を
、
登
録
を

受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

販
売
従
事
登
録
証
を
破
り
、
又
は
よ
ご
し
た
登
録
販
売
者
が
第
一
項
の
申
請
を

す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
そ
の
販
売
従
事
登
録
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
４

登
録
販
売
者
は
、
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た
販
売
従

事
登
録
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
登
録
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事

に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
販
売
従
事
登
録
証
の
返
納
）

第
百
五
十
九
条
の
十
三

登
録
販
売
者
は
、
販
売
従
事
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
と

き
は
、
販
売
従
事
登
録
証
を
、
登
録
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
百
五
十
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
販
売
従
事
登
録
の
消

除
を
申
請
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

登
録
販
売
者
は
、
登
録
を
消
除
さ
れ
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

き
、
五
日
以
内
に
、
販
売
従
事
登
録
証
を
、
登
録
を
消
除
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事

に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
七
十
八
条

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
条

第
百
七
十
八
条

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か

か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
五
条
の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
五
条
の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
八
十
九

合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
八
十
九
」
と
、

」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
」
と
、
第
十
五

第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
」
と
、
第
十
五
条
の
九
第

条
の
九
第
一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第

一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登

一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二

。

項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
、
第
百

２

特
定
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
九
、
第
百
六

六
十
四
条
か
ら
第
百
六
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
六
十
九
条
か
ら
第
百
七
十
二
条

十
四
条
か
ら
第
百
六
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
六
十
九
条
か
ら
第
百
七
十
二
条
ま
で

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
中

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
中
「
第
百

「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記

四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
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以
外
の
部
分
並
び
に
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る

て
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
並
び
に

も
の
と
す
る
。

同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
十
四
条
の
二

医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
五

第
百
九
十
四
条
の
二

医
療
機
器
の
修
理
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
五
条

条
の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五

の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の

条
の
九
第
一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
八
条
第

九
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
八
条
第
一
号
イ
又
は
第
二

号
イ
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
（
第
十
五
条
の
六
、
第
十
五
条
の
十
四
、
第
百
四
十
七
条
の
七
、

別
表
第
一
の
二
（
第
十
五
条
の
六
、
第
十
五
条
の
十
四
、
第
百
四
十
七
条
の
七
、
第

第
百
四
十
七
条
の
十
二
関
係
）

百
四
十
七
条
の
十
二
関
係
）

第
一

薬
局
又
は
店
舗
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

第
一

薬
局
又
は
店
舗
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

一
～
三

（
略
）

一

許
可
の
区
分
の
別

二

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
薬
局
開
設
の

許
可
証
又
は
店
舗
販
売
業
の
許
可
証
の
記
載
事
項

三

薬
局
の
管
理
者
又
は
店
舗
管
理
者
の
氏
名

四

当
該
薬
局
又
は
店
舗
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録

四

当
該
薬
局
又
は
店
舗
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
別
、
そ
の
氏

販
売
者
以
外
の
登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
販
売
者
の
別
、
そ
の
氏

名
及
び
担
当
業
務

名
及
び
担
当
業
務

五
～
八

（
略
）

五

取
り
扱
う
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
区
分

六

当
該
薬
局
又
は
店
舗
に
勤
務
す
る
者
の
名
札
等
に
よ
る
区
別
に
関
す
る
説
明

七

営
業
時
間
、
営
業
時
間
外
で
相
談
で
き
る
時
間
及
び
営
業
時
間
外
で
医
薬
品

の
購
入
又
は
譲
受
け
の
申
込
み
を
受
理
す
る
時
間

八

相
談
時
及
び
緊
急
時
の
電
話
番
号
そ
の
他
連
絡
先
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第
二

（
略
）

第
二

要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

一

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の

定
義
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
解
説

二

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の

表
示
に
関
す
る
解
説

三

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の

情
報
の
提
供
及
び
指
導
に
関
す
る
解
説

四

要
指
導
医
薬
品
の
陳
列
に
関
す
る
解
説

五

指
定
第
二
類
医
薬
品
の
陳
列
（
特
定
販
売
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
広
告
に
お
け
る
表
示
。
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
等

に
関
す
る
解
説

六

指
定
第
二
類
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当

該
指
定
第
二
類
医
薬
品
の
禁
忌
を
確
認
す
る
こ
と
及
び
当
該
指
定
第
二
類
医
薬

品
の
使
用
に
つ
い
て
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
相
談
す
る
こ
と
を
勧
め
る
旨

七

一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
に
関
す
る
解
説

八

医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
解
説

九

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

十

そ
の
他
必
要
な
事
項

別
表
第
一
の
三
（
第
十
五
条
の
六
、
第
百
四
十
七
条
の
七
関
係
）

別
表
第
一
の
三
（
第
十
五
条
の
六
、
第
百
四
十
七
条
の
七
関
係
）

一

薬
局
又
は
店
舗
の
主
要
な
外
観
の
写
真

一
・
二

（
略
）

二

一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
の
状
況
を
示
す
写
真

三

現
在
勤
務
し
て
い
る
薬
剤
師
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
以
外

三

現
在
勤
務
し
て
い
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
別
及
び
そ
の
氏
名

の
登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
販
売
者
の
別
及
び
そ
の
氏
名

四
・
五

（
略
）

四

開
店
時
間
と
特
定
販
売
を
行
う
時
間
が
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
開

店
時
間
及
び
特
定
販
売
を
行
う
時
間
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五

特
定
販
売
を
行
う
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇
薬
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
使
用
期
限

別
表
第
一
の
四
（
第
百
四
十
九
条
の
十
関
係
）

別
表
第
一
の
四
（
第
百
四
十
九
条
の
十
関
係
）

第
一

区
域
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

第
一

区
域
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

一

許
可
の
区
分
の
別

一
～
三

（
略
）

二

配
置
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
配
置
販
売
業
の
許
可
証
の
記
載

事
項

三

区
域
管
理
者
の
氏
名

四

当
該
区
域
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
又
は
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
以

四

当
該
区
域
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
別
、
そ
の
氏
名
及
び
担

外
の
登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の
登
録
販
売
者
の
別
、
そ
の
氏
名
及
び
担

当
業
務

当
業
務

五
～
八

（
略
）

五

取
り
扱
う
一
般
用
医
薬
品
の
区
分

六

当
該
区
域
に
勤
務
す
る
者
の
名
札
等
に
よ
る
区
別
に
関
す
る
説
明

七

営
業
時
間
、
営
業
時
間
外
で
相
談
で
き
る
時
間
及
び
営
業
時
間
外
で
医
薬
品

の
配
置
販
売
に
よ
る
購
入
又
は
譲
受
け
の
申
込
み
を
受
理
す
る
時
間

八

相
談
時
及
び
緊
急
時
の
電
話
番
号
そ
の
他
連
絡
先

第
二

（
略
）

第
二

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

一

第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の
定
義
並
び
に
こ
れ

ら
に
関
す
る
解
説

二

第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の
表
示
に
関
す
る
解

説
三

第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
に
関

す
る
解
説

四

指
定
第
二
類
医
薬
品
の
定
義
等
に
関
す
る
解
説

五

指
定
第
二
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
に
よ
り
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
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す
る
場
合
は
、
当
該
指
定
第
二
類
医
薬
品
の
禁
忌
を
確
認
す
る
こ
と
及
び
当
該

指
定
第
二
類
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
相
談
す
る

こ
と
を
勧
め
る
旨

六

一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
に
関
す
る
解
説

七

医
薬
品
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
解
説

八

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

九

そ
の
他
必
要
な
事
項
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○

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
十
三
条

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
販
売
業
の
許
可
を

第
十
三
条

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
販
売
業
の
許
可
を

受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
の

受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
登
録
販
売

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
登
録
販
売

者
（
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置

者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
（
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

販
売
業
者
（
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号

平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
既
存
配
置
販
売
業
者

）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
既
存
配
置
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
配

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
薬
剤
師
が
区

置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
柱
書
き
、
第
百
四
十
九
条
の
五
第
四
項
第
四
号
、
第
百

域
管
理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登
録

四
十
九
条
の
七
、
第
百
四
十
九
条
の
十
三
第
一
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
四
及
び

販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
薬
剤
師
が
区
域
管
理
者
で
あ
る
第
一

第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二
項
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販

類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登
録
販
売
者
と
し
て
、
又
は

売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
」
と
あ

薬
剤
師
が
区
域
管
理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
既
存
配
置
販
売

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
又
は
薬
剤
師
が
区
域

業
に
お
い
て
配
置
員
と
し
て
、
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
五
第
四
項
第
四
号
、
第

管
理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
既
存
配
置
販
売
業
に
お
い
て
配

百
四
十
九
条
の
七
、
第
百
四
十
九
条
の
十
三
第
一
項
、
第
百
四
十
九
条
の
十
四
及

置
員
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
六
第
一
項
中
「
、

び
第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二
項
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置

登
録
販
売
者
又
は
一
般
従
事
者
（
そ
の
区
域
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師

販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
六
中
「
、
登
録
販
売
者
又
は
一
般

又
は
登
録
販
売
者
以
外
の
者
を
い
う
。
第
百
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て

従
事
者
（
そ
の
区
域
に
お
い
て
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
以
外

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
五

の
者
を
い
う
。
第
百
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の

十
九
条
の
十
八
中
「
同
条
第
三
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区

は
「
又
は
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
第
百
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項

域
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区

中
「
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
の
管
理
の
下
に
実
務
に
従
事
し
た
一
般
従
事
者
又

域
」
と
、
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と

は
一
般
従
事
者
で
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
実
務
に
従
事
し
た
既
存
配
置
販
売

、
「
同
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配

業
者
の
配
置
員
又
は
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
で
あ
つ
た
者
」
と
、
第
百
四
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置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
同
項
第
三
号
」
と
、
「
同
条
第
二
項
中
」
と
あ
る

十
九
条
の
十
三
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二

の
は
「
同
項
第
七
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の

項
」
と
あ
る
の
は
「
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十

配
置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中
」
と
、
「
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗

一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店

れ
る
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
、
第
百
五
十
九
条
の
十
八
中
「
同
条
第
三

舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置

項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三

販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
「
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「

項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
「
登
録
販
売
者
」
と

区
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」

あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
「
同
項
第
三
号
」
と
あ
る
の

と
、
同
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員

は
、
「
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、

」
と
、
「
配
置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
配

同
項
第
三
号
」
と
、
「
同
条
第
二
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七
号
中
「
登
録

置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
登
録
販

販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
同
条
第
二
項
中

売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
別
表
第
一
の
四

」
と
、
「
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ

中
「
第
十
五
条
第
二
項
の
登
録
販
売
者
以
外
の
登
録
販
売
者
若
し
く
は
同
項
の

る
の
は
「
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、

登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
「
登
録

「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
「
第
二

販
売
者
に
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
に
」
と
し
、
第
百

号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
中
「
薬

四
十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
の
十
二
の
規
定
は

局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の

適
用
し
な
い
。

は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配
置
員
」
と
、
「
配
置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を

使
用
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
配
置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」

と
、
同
項
第
六
号
中
「
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
既
存
配
置
販
売
業
者
の
配

置
員
」
と
す
る
。
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○

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
六
条

（
略
）

第
六
条

店
舗
販
売
業
者
は
、
新
規
則
第
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し

、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は

授
与
す
る
薬
局
、
薬
剤
師
が
店
舗
管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
若
し
く
は
第
一

類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
又
は
薬
剤
師
が
区
域
管

理
者
で
あ
る
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
販
売
す
る
配
置
販
売
業
に
お
い
て
登
録
販
売

者
と
し
て
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬

品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

店
舗
販
売
業
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

２

店
舗
販
売
業
者
は
、
新
規
則
第
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「

ず
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日
か
ら
当
分
の
間
は
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
の

、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日
か
ら
当
分
の
間
は
、
要
指
導

い
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
三
年
以
上
で
あ
る
登
録
販
売

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い
て
薬
剤
師
を
店
舗
管
理
者
と
す

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
過
去
五
年
間
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間

従
事
す
る
も
の
を
店
舗
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
登
録
販
売
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
医

薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
店
舗
管
理
者
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
薬
局
又
は
薬
剤
師
が
店
舗

一

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
薬
局
又
は
薬
剤
師
が
店
舗

管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業

管
理
者
で
あ
る
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
販
売
業
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に
お
い
て
登
録
販
売
者
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間

に
お
い
て
登
録
販
売
者
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間

二

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
の
店
舗
管
理
者
で
あ
っ
た

二

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
の
店
舗
管
理
者
で
あ
っ
た

期
間

期
間

３
～
５

（
略
）

３

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
の
店
舗
販
売
業
者
は
、
当
該

店
舗
の
店
舗
管
理
者
が
薬
剤
師
で
な
い
場
合
に
は
、
店
舗
管
理
者
を
補
佐
す
る
者

と
し
て
薬
剤
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
に
規
定
す
る
店
舗
管
理
者
を
補
佐
す
る
者
は
、
保
健
衛
生
上
支
障
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
店
舗
販
売
業
者
及
び
店
舗
管
理
者
に
対
し
必
要
な
意

見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

店
舗
販
売
業
者
及
び
店
舗
管
理
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
管
理
者
を

補
佐
す
る
者
を
置
い
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
店
舗
管
理
者
を
補
佐
す
る

者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販
売

６

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

者
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
従

る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ

事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け

と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

７

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
販

７

店
舗
販
売
業
者
は
、
そ
の
店
舗
に
お
い
て
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に

売
者
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
者
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
店
舗
管
理
者

規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
者
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定

で
あ
っ
た
者
か
ら
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
そ

す
る
店
舗
管
理
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
そ
の
店

の
店
舗
の
店
舗
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か

舗
の
店
舗
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ

に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

８

配
置
販
売
業
者
は
、
そ
の
区
域
に
お
い
て
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と

し
て
の
業
務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は

９

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業

不
正
の
証
明
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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９

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
第
六
項
又
は
第
七
項
の
証
明
を
行
う
た

（
新
設
）

め
に
必
要
な
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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